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て扱われるドイツの社会住宅は,新規建設等による増加

と,「拘束」期間が終了する戸数の差異によって管理され

る。そのため,常に新しく供給し続けなければならないと

いう自治体の負担はあるが,時代の変化に応じて供給方

法を見直せる点はメリットと言える。NRW州では,社会住

宅の住戸数を確保するために低所得者を集住させるかた

ちで供給された 1960 年代から 1970 年代の整備手法への

反省から,近年,都市部の再開発事業や,若い世帯向け住

宅整備,古い集合住宅の改修支援の中に,ある一定割合の

社会的賃貸住宅の整備を組み込むことでソーシャルミッ

クスを目指し,世代,家族構成,職業や収入,エスニシティ

など社会階層による空間セグリゲーションを是正する整

備への転換が行われている。モンターク財団によるプロ

ジェクト NS でも,建物の外観からは,どこに社会住宅が

あるのか判別はできない住戸配置がとられている。 

◯ 既存のコミュニティ活動と関連付けたコミュニティ

貢献活動の仕組みと段階的な空間整備 

本稿で取り上げた NS プロジェクトは,単に社会住宅整備

にとどまらず,面的にコミュニティの再構築に取り組ん

できた。地域コミュニティに関わる仕組みづくりとして,

既存の市民団体等の活動で補ていなかった活動を拡充す

る形で連携をし,その活動を資金面と,人的資源

（Viertelstuden（コミュニティ貢献活動時間））の確保

により組織化すること,その上で,活動拠点として必要な

パブリック空間を段階的に整備してきたことを明らかに

した。社会住宅を含む再開発事業を通して,面的にコミュ

ニティ再構築に取り組むことと,その継続的な活動資金

を捻出することは,土地と建物を所有する自治体からの

強い要望であった。地域を熟知する自治体が明確に公有

地の活用方針を示し,それに応える形でモンターク財団

が整備を行っている。コンセプトワークの段階で双方の

議論も非常に重要であった。 

4-2 日本での PFI 事業による公的賃貸住宅整備への応用

1 章で述べた通り,日本の PFI 事業を用いた民間事業者

による公的住宅の整備では,約半数で住戸整備と併せて,

集約したことで発生する「余剰地」の活用が行われてい

る。本来,この「余剰地」の活用と連携して公営住宅の再

整備が行われれば, NS プロジェクトのように地域コミュ

ニティ全般の向上を図ることも大いに可能である。自治

体の中には,「余剰地」の活用方法に条件をつけている場

合もあり,「余剰地」に福祉施設等が建設されている場合

も,公営住宅との敷地境界にフェンスが設置されていた

り,お互いの施設が背を向けるように配置されていたり,

一体的な計画とは程遠い。公営住宅の必要戸数や「余剰

地」に必要な用途までは意識されても,それらがどのよう

に整備されるのか,住環境整備にまで至っているとは言

い難い。「余剰地」を含めた敷地全体の中で,どのように

公営住宅を位置付けるのか,また,「余剰地」の活用にお

いていかに公益的なニーズを組み込むのか、民間事業者

による公営住宅整備における社会的意義を問直す必要が

あるだろう。また,日本の PFI事業による公営住宅整備で

は,整備主体と運営主体が異なることが多い。そのため建

設後,建物単位で管理が行われ,それらが連携して運営さ

れることは稀である。NS プロジェクトのように,運営主

体が地域コミュニティと連携し周辺に不足している公的

な空間が何かを議論し,段階的に整備するプロセスまで

は無理でも,公営住宅と「余剰地」を活用した施設間で連

携した管理・運営を,事業者選定時の条件に加えるなど改

善の余地があるだろう。 
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＜注＞ 
1) 2004 年以降に PFI 事業で整備された公営住宅 108 事例のう

ち,「余剰地」の活用を伴う事業は 58 事例あった。そのう

ち「余剰地」を民間住宅地として整備したものは 28 事例,

社会福祉施設として整備したものは 12 事例だった。自治体

の中には,「余剰地」を,社会福祉施設の整備と行うことな

ど,用途を指定しているものもある。
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原原発発事事故故放放射射能能汚汚染染農農村村ででのの汚汚染染実実態態とと農農的的暮暮ららししにに関関すするる研研究究  

―飯舘村での帰村者及び二地域居住者を対象として― 

主査 糸長 浩司＊１

委員 内ケ崎 万蔵＊２，浦上 健司＊3，關 正貴＊４ 

東京電力福島第一原発の過酷事故により放射能汚染された福島県飯舘村での汚染実態の解明を，住宅，農地，森林で行

い，同時に試験栽培で農作物への移行率，植林による樹木への移行率を解明する。定住，二地域居住の村民の外部・内部

被ばくを解明し，住宅の放射能防御対策の検討を行う。聞き取りとアンケートにより，放射能汚染意識，対策意向，コミ

ュニティ意識，施策要望を解明する。放射能汚染農村での住宅と農村計画の課題と展望について述べる。 

キーワード：１）東京電力福島第一原発過酷事故，２）飯舘村，３）長期的放射能汚染，４）除染限界，５）外部被ばく，

６）内部被ばく，７）住宅内外汚染，８）住宅放射能防御策，９）農村再生展望，10）原発公害対策

RESEARCH ON THE CONTAMINATION AND AGRICULTURAL LIFE IN RURAL AREAS DUE TO
RADIOACTIVE CONTAMINATION FROM THE NUCLEAR ACCIDENT

-Targeting returnees and dual residents of Iitate Village-

Ch. Koji Itonaga

Mem. Manzo Uchigasaki, Kenji Uragami, Masataka Seki

This paper elucidates the actual state of contamination in rural areas that were contaminated by radiation due to the severe nuclear 

accident, and elucidates the transfer rate to Satsuma potatoes, etc. and trees. It also elucidates people's awareness of external and 

internal exposure to radiation and countermeasures against radiation, and the challenges and prospects for housing and rural planning.

1. はじめに

飯舘村は福島第１原発事故で 2011 年４月に計画的避

難区域に指定され，全村民が避難し 2017 年３月末に帰還

困難区域の長泥地区を除く他の 19 行政区の避難解除が

された。多くの村民は村外での生活拠点構築が終了して

いる。世帯主層は自宅や農地の管理，地域の環境管理の

ために二地域居住や，通い農業，通いながらの環境維持・

コミュニティ維持の活動をしている。筆者らは，事故以

前の 1994 年から飯舘村の住民参加の村づくり活動を始

動し支援をし，発災後も継続的な支援研究活動を村民と

の協働で行ってきている。本研究もその一環でもある。 

2. 研究の目的と方法

2.1 研究目的 

発災後 13 年が経過した現在も放射能汚染は継続し，

安心して帰村生活は送れない状況である。この厳しい事

態への対処の方向，特に，住生活，農的営み，コミュニ

ティの再生についての課題を明確にし，長期的な再生に

ついて展望をする。具体的な目的は下記である。 

(1) 飯舘村内の住環境の放射能汚染実態の解明と課題

(2) 飯舘村民の住生活の実態，被ばく状況と生活課題

(3) 飯館村内での農的暮らしの実態と意識

(4) 村内コミュニティ維持及び農村計画的な課題と展望

2.2 研究方法 

各目的別での方法は下記である。 

(1）住環境の放射能汚染実態の解明と課題

継続測定している飯舘村の住宅の空間線量率及び土

中等の放射性セシウム 137（以下「Cs-137」と記す）注 1)

を測定し，除染効果とその限界を明確にする。測定器は

［ALOKA PDR-111］とゲルマニウム半導体測定器（キャン

ベラ製，日本大学 RI 室）である。  

(2) 飯舘村民の住生活の実態，被ばく状況と生活課題

飯舘村に帰村定住，二地域居住の村民を対象に，内外

部被ばくの事態解明を行い，かつ住生活での放射能防御

意識を聞き取り調査及びアンケート調査で明らかにする。 

(3)飯館村内での農的暮らしの実態と意識

飯舘村で村民と継続している試験栽培で放射能移行

率を明確にする。あわせて里山のキノコや養蜂による蜂

蜜での放射性セシウムの含有量も測定する。村民アンケ
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ートで農的生活の実態と放射能汚染意識を明らかにする。 

(4) 村内コミュニティ維持及び農村計画的課題と展望

行政区での住宅解体の実態調査，行政区長への聞き取 

り調査及び村民アンケート調査により，行政区コミュニ

ティ維持の課題，及び，放射能汚染リスクや環境破壊が

危惧される復興事業についても調査し，放射能汚染され

た農村地域での農村計画的な課題と再生の展望を考える。 

3. 住環境の放射能汚染実態の解明と課題

山，川，農地の空間に手を入れつづけることで自然の

恵みを糧として生きてきた。あるいは憩いの場や出会い

として存在しつづけていた。その自然との信頼関係の持

続性という条件が自然の条件である。「自然との共生居住

権」を享受してきた。森林，河川，農地，庭が放射能で

汚染され，一部は除染されたものの，圧倒的に放射性セ

シウムは残存している。Cs-137 の半減期は約 30 年であ

り，元の自然に戻るには 200～300 年と８世代以上かかる。

この厳しい環境で避難解除され村内の住宅で生活するこ

とで，ストレスも溜まることは確かである。 

3.1 住宅敷地の放射能汚染実態からみる再汚染 

 KE 宅の住人は，現在は週末の村内の自宅で生活し，平

日は福島市内の息子夫婦と同居するという二地域居住者

である。2024 年２月の住宅周囲での空間線量率では，裏

山に近い箇所の線量率が高い。また，地面の空間線量率

が地上１m や２m と比較して高い傾向は 2021 年調査と同

様である（図 3-2）。裏山の放射能汚染された森林から，

放射能を含む落ち葉や土壌が流下する影響と推察できる。

汚染前は豊かな環境を提供してくれた森林が汚染源にな

っているという矛盾の中で暮らしている（図 3-3）。 

 2024 年２月に測定した住宅の西側の杉樹林の下の空

間線量率は地面で約２μ㏜/h と高い注 2)。その落ち葉の

杉葉の Cs-137 は 637 ㏃/kg と高く注 3)，落ち葉の影響が

高い。2016 年の空間線量率が大きくなる測点順位で，地

面の 2021 年と 2024 年の空間線量率の分布図を作成した

（図 3-3）。除染前に汚染度合の酷い場所（裏山に近い場

所）での空間線量率の変化が激しい。極端に低下する箇

所（⑦）がある一方で，自然減衰に反して上昇する箇所

（⑩，⑪）がある。⑦の低下の要因としては 2024 年の２

月の調査日時の直前に住人が貯まった落ち葉を除去した

ことが低下の原因とも考えられる。従って，汚染された

落ち葉を細目に除去することが必要となっている。 

3.2 住宅内の放射能汚染実態 

KE 宅で，室内への放射性セシウムの外部からの侵入状

況を考察するために，住人が保持していた数週間分の掃

除機のゴミを採取し，Cs-137 量を測定し、1,280 ㏃/kg

であった。決して高い数字ではないが，室内に Cs137 が

賦存していることは明確である。窓の開放時の他，密閉

していても隙間からの侵入があることが推察できる。継

続的な汚染状態が室内にもあることを示しており，内部

被ばくを心配することとなる。掃除機をかけた床面積は

不正確ではあるが約 100m2とすると，0.7 ㏃/ m2である。

放射線管理区域の基準の４万㏃/ m2 と比較すると非常に

低い値ではある。 

KE 宅は内部空間が連続して西側に農業納屋を抱えて

いる。この納屋の西壁は土壁であり比較的外部からの埃

が入りやすい。納屋内の床 50cm 四方の塵を 2024 年２月

図 3-1飯舘村内 KE宅の測点 

図 3-2 飯舘村内 KE 宅地の 2024 年高さ別空間線量率 

図 3-3KE 宅の空間線量率変化 2021 年から 2024 年 
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に採取した結果，196 ㏃/kg あり，床面積あたりでは 23.6

㏃/ m2と先の掃除機ゴミと比較すると 30倍以上と極端に

高い。周囲からの放射性セシウムの侵入か，あるいは，

2011 年からの堆積された放射性セシウムの残存とも推

定できる。いずれにしろ，室内での放射能汚染は気にな

る状況であることは確かである。他の住宅，小屋での掃

除機ゴミ中の放射性セシウム量を測定した（表 3-1）。先 

の KE 宅を入れて５か所である。極端に Cs-137 が多い住

宅は周囲が森林に囲まれたＴ宅で，掃除機ゴミは 8,850

㏃/kg であり，床面積あたりでは約 54 ㏃/ m2である。そ

の他は，１～４㏃/ m2 程度であるが，全ての住宅・小屋

に放射性セシウムの付着があることは明確である。放射

線管理区域での Cs-137 の持ち出し規制の法的基準は、4

万㏃/m2 であるのに対して上記の汚染度合は 0.3～25%で

ある。非常に低い汚染度合であるが、避難解除後におい

ての住宅内が、いまだに住宅内が放射能汚染されている

ことは深刻である。さらにＴ宅の住宅内に設置した空気

清浄機（HEPA フィルター）の約 3 か月間での Cs-137 捕

捉量は，フィルター面に 0.0009 ㏃/cm2（0.9 ㏃/ m2）で，

室内に Cs-137 が侵入しそれを居住者が吸引による内部

被ばくのリスクは高い。 

3.3 薪ストーブの放射性汚染リスク 

 飯舘村民は被災前では冬季の暖房燃料として，あるい

は風呂の燃料として村内で身近に手に入る伐採木を薪と

して使用していた。自然エネルギーの活用であった。し

かし，発災後はこの使用はできない状況である。薪の放

射能基準値は 40 ㏃/kg 以下であるが，帰村している飯舘

村民は，村内で手に入る薪を使用して薪ストーブの燃料

として使用する人もいるのが現実である。村内の薪を薪

ストーブ燃料して使用している家でのストーブ灰を入手

して測定した。Cs-137 は 39,697 ㏃/kg と非常に高い値で

あった。通常は灰の Cs-137量は 200倍に濃縮されるので，

薪本体（伐採樹木）の樹皮と本体の含む Cs-137 は平均で

約 200 ㏃/kg 程度とすると、灰は 4 万㏃/kg となる。 

このような状況は今後とも続く可能性は高く，より村

当局の徹底した帰村者への薪に対する使用自粛を高める

必要がある。ストーブ内の残る灰だけでなく煙突から出

る飛灰による周辺への汚染の再拡大も心配である。この 

ように，発災前の里山暮らし，自然素材を活用した自給

自足的な暮らしが否定され続けるという実態を重く受け

止めないといけない。室内での薪ストーブ灰による床汚

染，壁汚染，そして居住者の吸引による内部被ばくリス

クに関しても徹底的な村民への周知と村民の学びがより

重要となっている。今回の測定に協力してくれた村民に

はこの事実を伝えたことで，村内の薪を使用することは 

中止された。 

4. 飯舘村民の住生活の実態，被ばく状況と生活課題

4.1 飯舘村民の外部被ばく状況 

1) 外部被ばく状況

汚染された山林に囲まれた飯舘村で生活することに

よる外部及び内部被ばくは避けられない。政府は外部被

ばくのみを「現存被ばく状況」として容認する。2023 年

８月に飯舘村民４人に依頼して個人線量計による測定を

行った。約１週間を超える期間での測定であった。図 4-1

は，村内滞在率と平均の被ばく量の相関である。サンプ

ルは少ないが，R2 は 0.94 と相関は高い。飯舘村に滞在

することでの外部被ばく量は増加する。飯舘村での終日

生活する帰還定住者の外部被ばくは，平均で 0.2μ ㏜/h

であり，単純積算で年間 1.75m ㏜となる。自然被ばくで

0.35m ㏜としても、追加被ばく量は１m ㏜/年を超える。 

2) 一年間の状況（２地域居住者 I 氏の場合）

I 氏は，新潟県と飯舘村の２地域居住をしている村民

であり，独自に個人線量計で継続的に測定している。2023

年のデータを提供していただき加工し被ばく累積結果を 

表 3-1 飯舘村内住宅内 Cs-137 量 

図 4-1 飯舘村民の村内滞在率と外部被ばくの相関 

図 4-2 2地域居住 I氏の月別村内滞在率と被ばく量関係 
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ートで農的生活の実態と放射能汚染意識を明らかにする。 

(4) 村内コミュニティ維持及び農村計画的課題と展望

行政区での住宅解体の実態調査，行政区長への聞き取 

り調査及び村民アンケート調査により，行政区コミュニ

ティ維持の課題，及び，放射能汚染リスクや環境破壊が

危惧される復興事業についても調査し，放射能汚染され

た農村地域での農村計画的な課題と再生の展望を考える。 

3. 住環境の放射能汚染実態の解明と課題

山，川，農地の空間に手を入れつづけることで自然の

恵みを糧として生きてきた。あるいは憩いの場や出会い

として存在しつづけていた。その自然との信頼関係の持

続性という条件が自然の条件である。「自然との共生居住

権」を享受してきた。森林，河川，農地，庭が放射能で

汚染され，一部は除染されたものの，圧倒的に放射性セ

シウムは残存している。Cs-137 の半減期は約 30 年であ

り，元の自然に戻るには 200～300 年と８世代以上かかる。

この厳しい環境で避難解除され村内の住宅で生活するこ

とで，ストレスも溜まることは確かである。 

3.1 住宅敷地の放射能汚染実態からみる再汚染 

 KE 宅の住人は，現在は週末の村内の自宅で生活し，平

日は福島市内の息子夫婦と同居するという二地域居住者

である。2024 年２月の住宅周囲での空間線量率では，裏

山に近い箇所の線量率が高い。また，地面の空間線量率

が地上１m や２m と比較して高い傾向は 2021 年調査と同

様である（図 3-2）。裏山の放射能汚染された森林から，

放射能を含む落ち葉や土壌が流下する影響と推察できる。

汚染前は豊かな環境を提供してくれた森林が汚染源にな

っているという矛盾の中で暮らしている（図 3-3）。 

 2024 年２月に測定した住宅の西側の杉樹林の下の空

間線量率は地面で約２μ㏜/h と高い注 2)。その落ち葉の

杉葉の Cs-137 は 637 ㏃/kg と高く注 3)，落ち葉の影響が

高い。2016 年の空間線量率が大きくなる測点順位で，地

面の 2021 年と 2024 年の空間線量率の分布図を作成した

（図 3-3）。除染前に汚染度合の酷い場所（裏山に近い場

所）での空間線量率の変化が激しい。極端に低下する箇

所（⑦）がある一方で，自然減衰に反して上昇する箇所

（⑩，⑪）がある。⑦の低下の要因としては 2024 年の２

月の調査日時の直前に住人が貯まった落ち葉を除去した

ことが低下の原因とも考えられる。従って，汚染された

落ち葉を細目に除去することが必要となっている。 

3.2 住宅内の放射能汚染実態 

KE 宅で，室内への放射性セシウムの外部からの侵入状

況を考察するために，住人が保持していた数週間分の掃

除機のゴミを採取し，Cs-137 量を測定し、1,280 ㏃/kg

であった。決して高い数字ではないが，室内に Cs137 が

賦存していることは明確である。窓の開放時の他，密閉

していても隙間からの侵入があることが推察できる。継

続的な汚染状態が室内にもあることを示しており，内部

被ばくを心配することとなる。掃除機をかけた床面積は

不正確ではあるが約 100m2とすると，0.7 ㏃/ m2である。

放射線管理区域の基準の４万㏃/ m2 と比較すると非常に

低い値ではある。 

KE 宅は内部空間が連続して西側に農業納屋を抱えて

いる。この納屋の西壁は土壁であり比較的外部からの埃

が入りやすい。納屋内の床 50cm 四方の塵を 2024 年２月

図 3-1飯舘村内 KE宅の測点 

図 3-2 飯舘村内 KE 宅地の 2024 年高さ別空間線量率 

図 3-3KE 宅の空間線量率変化 2021 年から 2024 年 
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に採取した結果，196 ㏃/kg あり，床面積あたりでは 23.6

㏃/ m2と先の掃除機ゴミと比較すると 30倍以上と極端に

高い。周囲からの放射性セシウムの侵入か，あるいは，

2011 年からの堆積された放射性セシウムの残存とも推

定できる。いずれにしろ，室内での放射能汚染は気にな

る状況であることは確かである。他の住宅，小屋での掃

除機ゴミ中の放射性セシウム量を測定した（表 3-1）。先 

の KE 宅を入れて５か所である。極端に Cs-137 が多い住

宅は周囲が森林に囲まれたＴ宅で，掃除機ゴミは 8,850

㏃/kg であり，床面積あたりでは約 54 ㏃/ m2である。そ

の他は，１～４㏃/ m2 程度であるが，全ての住宅・小屋

に放射性セシウムの付着があることは明確である。放射

線管理区域での Cs-137 の持ち出し規制の法的基準は、4

万㏃/m2 であるのに対して上記の汚染度合は 0.3～25%で

ある。非常に低い汚染度合であるが、避難解除後におい

ての住宅内が、いまだに住宅内が放射能汚染されている

ことは深刻である。さらにＴ宅の住宅内に設置した空気

清浄機（HEPA フィルター）の約 3 か月間での Cs-137 捕

捉量は，フィルター面に 0.0009 ㏃/cm2（0.9 ㏃/ m2）で，

室内に Cs-137 が侵入しそれを居住者が吸引による内部

被ばくのリスクは高い。 

3.3 薪ストーブの放射性汚染リスク 

 飯舘村民は被災前では冬季の暖房燃料として，あるい

は風呂の燃料として村内で身近に手に入る伐採木を薪と

して使用していた。自然エネルギーの活用であった。し

かし，発災後はこの使用はできない状況である。薪の放

射能基準値は 40 ㏃/kg 以下であるが，帰村している飯舘

村民は，村内で手に入る薪を使用して薪ストーブの燃料

として使用する人もいるのが現実である。村内の薪を薪

ストーブ燃料して使用している家でのストーブ灰を入手

して測定した。Cs-137 は 39,697 ㏃/kg と非常に高い値で

あった。通常は灰の Cs-137量は 200倍に濃縮されるので，

薪本体（伐採樹木）の樹皮と本体の含む Cs-137 は平均で

約 200 ㏃/kg 程度とすると、灰は 4 万㏃/kg となる。 

このような状況は今後とも続く可能性は高く，より村

当局の徹底した帰村者への薪に対する使用自粛を高める

必要がある。ストーブ内の残る灰だけでなく煙突から出

る飛灰による周辺への汚染の再拡大も心配である。この 

ように，発災前の里山暮らし，自然素材を活用した自給

自足的な暮らしが否定され続けるという実態を重く受け

止めないといけない。室内での薪ストーブ灰による床汚

染，壁汚染，そして居住者の吸引による内部被ばくリス

クに関しても徹底的な村民への周知と村民の学びがより

重要となっている。今回の測定に協力してくれた村民に

はこの事実を伝えたことで，村内の薪を使用することは 

中止された。 

4. 飯舘村民の住生活の実態，被ばく状況と生活課題

4.1 飯舘村民の外部被ばく状況 

1) 外部被ばく状況

汚染された山林に囲まれた飯舘村で生活することに

よる外部及び内部被ばくは避けられない。政府は外部被

ばくのみを「現存被ばく状況」として容認する。2023 年

８月に飯舘村民４人に依頼して個人線量計による測定を

行った。約１週間を超える期間での測定であった。図 4-1

は，村内滞在率と平均の被ばく量の相関である。サンプ

ルは少ないが，R2 は 0.94 と相関は高い。飯舘村に滞在

することでの外部被ばく量は増加する。飯舘村での終日

生活する帰還定住者の外部被ばくは，平均で 0.2μ ㏜/h

であり，単純積算で年間 1.75m ㏜となる。自然被ばくで

0.35m ㏜としても、追加被ばく量は１m ㏜/年を超える。 

2) 一年間の状況（２地域居住者 I 氏の場合）

I 氏は，新潟県と飯舘村の２地域居住をしている村民

であり，独自に個人線量計で継続的に測定している。2023

年のデータを提供していただき加工し被ばく累積結果を 

表 3-1 飯舘村内住宅内 Cs-137 量 

図 4-1 飯舘村民の村内滞在率と外部被ばくの相関 

図 4-2 2地域居住 I氏の月別村内滞在率と被ばく量関係 
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分析した。2023 年での総被ばく量は 1,386μ ㏜ある。自

然被ばく量を引いた追加被ばく量は，公衆被ばく限度の

1,000μ ㏜ギリギリである。時間当たりでの平均では

0.14～0.18μ ㏜/h で，発災前の 0.027μ ㏜/h（外が

0.04μ㏜/hとして 1日の内室内 16時間，屋外 8時間で，

室内での逓減率を５割として計算）と比較すると現在で

も５～７倍の被ばく状況といえる。冬期間より夏期間で

の被ばく量が大きくなる（図 4-2）。 

3) 飯舘村での帰村定住者高齢者（OY 氏の場合）

 OY 氏は 80 歳を超える高齢で，帰村して独居生活をし

ている。村内の自宅での滞在が中心であり，ヘルパーの

援助がある。8 月の調査では概ね自宅内での生活であり，

0.16～0.25μ ㏜/h の被ばく量である。被災前の６～９倍

近い被ばく状況である。終日室内ですごく事がおおく，

たまに外出する生活であり，1 日の屋内退避時間数と 1

日の外部被ばくの相関り R2 は 0.84 と高く（図 4-3），飯

舘村での高齢者の定住のリスクを示している。 

4.2 飯舘村民の内部被ばくのリスク 

1) 飯舘村民の尿中 Cs-137 量と体内被ばく推計

内部被ばくに関しては村民の協力を得て２月及び７

月に尿採取で 1日の尿中の Cs-137量を測定した（表 4-1）。 

比較として，1960 年代の大気圏核実験期間での日本人

成人の 1 日尿中 Cs-137 量は，1964 年の約 5 ㏃をピーク

に，核実験の縮小により減少している（図 4-4）。飯舘村

民の尿検査のサンプルは少ないが，1 日尿中 Cs-137 量の 

多い村民 b は 11.9 ㏃と高い。山菜食の可能性も高く，山

菜食を控えてもらうと３か月間で約半分の 5.7 ㏃に減少

した。夏と冬の相違もあるが，山菜食を控えることで内

部被ばくリスクを低減することができる。サンプル中に

は山菜食無しの人でも２～３㏃の村民がいる。空気中の

Cs-137 の吸引による内部被ばくも疑わざるを得ない。

1960 年代の大気圏核実験と異なり，村には森林中に

Cs-137 が 100 年以上は残存していることから，吸引によ

る内部被ばくリスクの継続があると言わざるを得ない。 

毎日 Cs-137 を体内に１㏃採取しつづけると，尿から

排出を考慮しても 600 日程度で平衡状態となり，体内に

常時 140 ㏃程度の Cs-137 がある。Cs-137 のベーター崩

壊による細胞の破壊が常時起きるという体内被ばく状態

となる。継続的にこの内部リスクを抱えることになる。

まだ論争があるが，この程度の体内被ばくでも「チェル

ノブイリ膀胱炎」のリスクを検討する必要もある。福島

昭治氏らのチェルノブイリでの調査から，一定量の放射

能汚染されている地域での慢性的な膀胱病変の指摘があ

る参考文献 1)2)。表 4-2 ではウクライナでの土壌汚染度合をⅠ～

Ⅲに区分して膀胱病変患者率を提示している。飯舘村の

土壌汚染度合は，Ⅰ～Ⅱレベルの土壌汚染である。先の 

飯舘村民の尿中 Cs-137 量は，0.1～5.3 ㏃/kg であり，Ⅰ

～Ⅱの区分での Cs-137 量に合致する。何らかの膀胱病変

に関してのリスクを負うことになると推察する。 

2) 室内汚染と Cs-137 の体内被ばく

測定した飯舘村民の 1日尿中の Cs-137量(表 4-1)とそ

図 4-3 OY 氏の自宅屋内滞在時間数と 1 日累積被ばく相関 

表 4-1 飯舘村民の 1 日尿中 Cs-137 量 

図 4-4 1960 年代の日本人の尿中 Cs-137 量 

表 4-2 慢性低線量被ばくによる膀胱病変と飯舘村土壌汚染 

参考文献 1)に掲載の表の 2 行目を㏃/kg に糸長が換算追記 

環境省の HP 

「放射線による

健康影響等に関

する統一的な基

礎資料」（平成 30

年度版） 
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の人の住宅内のハウスダスト（掃除機のゴミ）の関係を

プロットしたものが図 4-5 である。青木一政らのちくり

5. 飯舘村民の癌死亡の推移

村民への聞き取り調査をする中で，癌による死亡率が

上がっているという意見を多く聞くようになった。そこ

で，癌死亡率を福島県人口動態調査報告から，飯舘村，

福島県（飯舘村を除く）と相双保健所区域（飯舘村を除

く）で 2007 年～2022 年で図化してみた（2011 年は震災

の得意値で除いた，図 5-1）。福島県の癌死亡率は減少傾 

向，相双地域は変化が少ない。飯舘の癌死亡率が震災後

上昇傾向にある。放射能汚染の影響かどうかは不明だが

継続的な注視は必要である。飯舘村での男女別の癌死亡

率は震災前では男性が高いが，発災後からは女性の死亡

率も上昇しほぼ男女で同等となってきている（図 5-2）。 

6. 飯館村内での農的暮らしの実態と意識

飯舘村では発災前は糸長の提案による「までいな暮ら

し」という，田園環境を大切しそこでのゆとりある暮ら

しをむらづくりの基本としていた。山の幸，川の幸，農

の幸を採取・栽培し，それを食し，村内の水を飲み，村

内の薪を利用し暖を取り，風呂に入り，調理をしていた

家庭も多かった。食もエネルギーも地元の自然資源に依

拠した，地産地消の身近な経済で生活は支えられていた。

自然経済ともいえる経済であり，お金がなくても，所得

が少なくても生活は成立していた。もちろん，金銭経済

による他の地域からの物品やサービスに頼る生活の一部

はあるとしても，自給性の高い経済によって生活は支え

られていた。その基本は里山での農的暮らしであった。

これが原発事故で長期的破壊されている状況にある。 

6.1 飯舘村内での試験栽培の結果 

筆者らは飯舘村民の菅野哲氏の飯舘村内の農場で，食

料用作物としてではなくエネルギー用，あるいは将来的

にはバイオプラスティック原料（デンプン）用を目途し

て，2013 年から継続的に試験栽培を実施している。これ

図 5-1 飯舘村，福島県，相双保健所区域の癌死亡率推

移難解除の納得度合

図 4-5 ハウスダストと 1 日尿中 Cs-137 の相関図 

 飯舘村民と南相馬市西部住民との比較 

ん舎の調査では，飯舘村に近接した南相馬市民の 1 日尿

中の Cs-137 とハウスダスト量の図が作成された（参考文献 3）。

その図を組み入れた作成したのが図 4-5 である。飯舘村

の東部に隣接する南相馬市西部の住民に比較して，飯舘

村民の 1 日尿中 Cs-137 量が際立って高いことが分か

る。飯舘村民の内部被ばくの特異的な状況を示している。 

4.3 飯舘村での生活の課題 

 2023 年 11 月の IISORA 注 4)シンポでの村民アンケート

で提示された村内で生活における心配事は下記である。 

a.安心安全がない，心のゆとりがでない，b.農地の管

理等，c.放射能，d.被ばく（長時間にわたり，山林など

にも入る場合），e.高齢化と 50 代から 70 代のガンでなく

なる人が多くなったように思う。 

 放射能汚染に関しては，時に森林汚染の継続が問題と

して意識され，かつ，健康被害が身近に起きていること

への不安が述べられている。 

飯舘村民への個別聞き取り調査で指摘された項目は

下記である。 

a.年金暮らしでの経済的不安，b.おすそ分けはできない

（放射能汚染の心配で），c.昔ながら近所づきあいができ

ず孤独感を感じる，d.泥棒の心配があり，事故前と比較

して鍵をかけるようになった，f.再除染をする必要のあ

る場所がある，g.山菜が食べれなくなった，h.高齢者の

帰村が多いことにより将来が心配である。 

これらの点は後の村民アンケート分析で詳細する。 

図 5-2 飯舘村での男女別の癌死亡率推移 
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分析した。2023 年での総被ばく量は 1,386μ ㏜ある。自

然被ばく量を引いた追加被ばく量は，公衆被ばく限度の

1,000μ ㏜ギリギリである。時間当たりでの平均では

0.14～0.18μ ㏜/h で，発災前の 0.027μ ㏜/h（外が

0.04μ㏜/hとして 1日の内室内 16時間，屋外 8時間で，

室内での逓減率を５割として計算）と比較すると現在で

も５～７倍の被ばく状況といえる。冬期間より夏期間で

の被ばく量が大きくなる（図 4-2）。 

3) 飯舘村での帰村定住者高齢者（OY 氏の場合）

 OY 氏は 80 歳を超える高齢で，帰村して独居生活をし

ている。村内の自宅での滞在が中心であり，ヘルパーの

援助がある。8 月の調査では概ね自宅内での生活であり，

0.16～0.25μ ㏜/h の被ばく量である。被災前の６～９倍

近い被ばく状況である。終日室内ですごく事がおおく，

たまに外出する生活であり，1 日の屋内退避時間数と 1

日の外部被ばくの相関り R2 は 0.84 と高く（図 4-3），飯

舘村での高齢者の定住のリスクを示している。 

4.2 飯舘村民の内部被ばくのリスク 

1) 飯舘村民の尿中 Cs-137 量と体内被ばく推計

内部被ばくに関しては村民の協力を得て２月及び７

月に尿採取で 1日の尿中の Cs-137量を測定した（表 4-1）。 

比較として，1960 年代の大気圏核実験期間での日本人

成人の 1 日尿中 Cs-137 量は，1964 年の約 5 ㏃をピーク

に，核実験の縮小により減少している（図 4-4）。飯舘村

民の尿検査のサンプルは少ないが，1 日尿中 Cs-137 量の 

多い村民 b は 11.9 ㏃と高い。山菜食の可能性も高く，山

菜食を控えてもらうと３か月間で約半分の 5.7 ㏃に減少

した。夏と冬の相違もあるが，山菜食を控えることで内

部被ばくリスクを低減することができる。サンプル中に

は山菜食無しの人でも２～３㏃の村民がいる。空気中の

Cs-137 の吸引による内部被ばくも疑わざるを得ない。

1960 年代の大気圏核実験と異なり，村には森林中に

Cs-137 が 100 年以上は残存していることから，吸引によ

る内部被ばくリスクの継続があると言わざるを得ない。 

毎日 Cs-137 を体内に１㏃採取しつづけると，尿から

排出を考慮しても 600 日程度で平衡状態となり，体内に

常時 140 ㏃程度の Cs-137 がある。Cs-137 のベーター崩

壊による細胞の破壊が常時起きるという体内被ばく状態

となる。継続的にこの内部リスクを抱えることになる。

まだ論争があるが，この程度の体内被ばくでも「チェル

ノブイリ膀胱炎」のリスクを検討する必要もある。福島

昭治氏らのチェルノブイリでの調査から，一定量の放射

能汚染されている地域での慢性的な膀胱病変の指摘があ

る参考文献 1)2)。表 4-2 ではウクライナでの土壌汚染度合をⅠ～

Ⅲに区分して膀胱病変患者率を提示している。飯舘村の

土壌汚染度合は，Ⅰ～Ⅱレベルの土壌汚染である。先の 

飯舘村民の尿中 Cs-137 量は，0.1～5.3 ㏃/kg であり，Ⅰ

～Ⅱの区分での Cs-137 量に合致する。何らかの膀胱病変

に関してのリスクを負うことになると推察する。 

2) 室内汚染と Cs-137 の体内被ばく

測定した飯舘村民の 1日尿中の Cs-137量(表 4-1)とそ

図 4-3 OY 氏の自宅屋内滞在時間数と 1 日累積被ばく相関 

表 4-1 飯舘村民の 1 日尿中 Cs-137 量 

図 4-4 1960 年代の日本人の尿中 Cs-137 量 

表 4-2 慢性低線量被ばくによる膀胱病変と飯舘村土壌汚染 

参考文献 1)に掲載の表の 2 行目を㏃/kg に糸長が換算追記 

環境省の HP 

「放射線による

健康影響等に関

する統一的な基

礎資料」（平成 30

年度版） 
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の人の住宅内のハウスダスト（掃除機のゴミ）の関係を

プロットしたものが図 4-5 である。青木一政らのちくり

5. 飯舘村民の癌死亡の推移

村民への聞き取り調査をする中で，癌による死亡率が

上がっているという意見を多く聞くようになった。そこ

で，癌死亡率を福島県人口動態調査報告から，飯舘村，

福島県（飯舘村を除く）と相双保健所区域（飯舘村を除

く）で 2007 年～2022 年で図化してみた（2011 年は震災

の得意値で除いた，図 5-1）。福島県の癌死亡率は減少傾 

向，相双地域は変化が少ない。飯舘の癌死亡率が震災後

上昇傾向にある。放射能汚染の影響かどうかは不明だが

継続的な注視は必要である。飯舘村での男女別の癌死亡

率は震災前では男性が高いが，発災後からは女性の死亡

率も上昇しほぼ男女で同等となってきている（図 5-2）。 

6. 飯館村内での農的暮らしの実態と意識

飯舘村では発災前は糸長の提案による「までいな暮ら

し」という，田園環境を大切しそこでのゆとりある暮ら

しをむらづくりの基本としていた。山の幸，川の幸，農

の幸を採取・栽培し，それを食し，村内の水を飲み，村

内の薪を利用し暖を取り，風呂に入り，調理をしていた

家庭も多かった。食もエネルギーも地元の自然資源に依

拠した，地産地消の身近な経済で生活は支えられていた。

自然経済ともいえる経済であり，お金がなくても，所得

が少なくても生活は成立していた。もちろん，金銭経済

による他の地域からの物品やサービスに頼る生活の一部

はあるとしても，自給性の高い経済によって生活は支え

られていた。その基本は里山での農的暮らしであった。

これが原発事故で長期的破壊されている状況にある。 

6.1 飯舘村内での試験栽培の結果 

筆者らは飯舘村民の菅野哲氏の飯舘村内の農場で，食

料用作物としてではなくエネルギー用，あるいは将来的

にはバイオプラスティック原料（デンプン）用を目途し

て，2013 年から継続的に試験栽培を実施している。これ

図 5-1 飯舘村，福島県，相双保健所区域の癌死亡率推

移難解除の納得度合

図 4-5 ハウスダストと 1 日尿中 Cs-137 の相関図 

 飯舘村民と南相馬市西部住民との比較 

ん舎の調査では，飯舘村に近接した南相馬市民の 1 日尿

中の Cs-137 とハウスダスト量の図が作成された（参考文献 3）。

その図を組み入れた作成したのが図 4-5 である。飯舘村

の東部に隣接する南相馬市西部の住民に比較して，飯舘

村民の 1 日尿中 Cs-137 量が際立って高いことが分か

る。飯舘村民の内部被ばくの特異的な状況を示している。 

4.3 飯舘村での生活の課題 

 2023 年 11 月の IISORA 注 4)シンポでの村民アンケート

で提示された村内で生活における心配事は下記である。 

a.安心安全がない，心のゆとりがでない，b.農地の管

理等，c.放射能，d.被ばく（長時間にわたり，山林など

にも入る場合），e.高齢化と 50 代から 70 代のガンでなく

なる人が多くなったように思う。 

 放射能汚染に関しては，時に森林汚染の継続が問題と

して意識され，かつ，健康被害が身近に起きていること

への不安が述べられている。 

飯舘村民への個別聞き取り調査で指摘された項目は

下記である。 

a.年金暮らしでの経済的不安，b.おすそ分けはできない

（放射能汚染の心配で），c.昔ながら近所づきあいができ

ず孤独感を感じる，d.泥棒の心配があり，事故前と比較

して鍵をかけるようになった，f.再除染をする必要のあ

る場所がある，g.山菜が食べれなくなった，h.高齢者の

帰村が多いことにより将来が心配である。 

これらの点は後の村民アンケート分析で詳細する。 

図 5-2 飯舘村での男女別の癌死亡率推移 
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まで作物への移行率は比較的すくないこと，非除染農地

より除染済農地で栽培した作物への Cs-137 の移行率が

高いこと等を実証してきている。 

2023～24 年にも同様の試験栽培を実施した。 

栽培農地は除染していない農地（非除染農地）と除染

済農地（除染農地）の２タイプであり，栽培作物はサツ

マイモと陸稲である。結果は表 6-1 である。非除染農地

の深度 30cmでの５cm層単位での Cs-137量を平均すると

1,400～1,600 ㏃/kg 程度あり，地面表面は 0.53～0.57μ

㏜/h である。除染済農地は 170～880 ㏃/kg であり地面表

面は 0.21～0.32μ ㏜/h であり，概ね除染済農地は非除

染農地と比較して半分程度の汚染状況である。決して

Cs-137 が存在しないという状況ではない。原発事故前も

現在も，原子力施設から利用可能な放射性物質の基準は

100 ㏃/kg 以下であることを考慮すると，除染済農地は利

用してはいけないレベルの放射能汚染であるといえる。

この法的例外状態におかれているという矛盾を抱えて，

飯舘村民は農産物の生産と農業労働をしている。 

2023 年に生産したサツマイモの Cs-137 は，除染農地

のサツマイモで 4.6 ㏃/kg，非除染農地のサツマイモで

0.9㏃/kgである。除染済農地のサツマイモの方が Cs-137

は高い。この傾向は 2023 年までは毎年同様であった。除

染済農地でのカリウム量低下が要因と推察する。移行率

では，除染済が 0.52%に対して非除染は 0.06%と低い。陸

稲も同様である。除染の陸稲で 0.8 ㏃/kg，非除染は 1.3

㏃/kg である。ただ移行率は，除染で 0.45%，非除染で

0.09%である。除染済農地で生産した陸稲の実にも

Cs-137 を含有している。食料の法規制値の 100 ㏃/kg に

は達していないが，1 ㏃/kg 弱はある。ただ，2024 年に

収穫した非除染農地のサツマイモに Cs-137が 30.5㏃/kg

という異常値が出た。農地のカリウム欠乏が進み，Cs-137

を急激に吸収している可能性もあり，今後詳細な測定で

明らかにする必要がある。 

除染しても農地には数百～千㏃/kg の Cs-137 があり，

幸い農産物への移行率は低いとはいえ，農産物に含有さ

れる Cs-137 はゼロではない。１㏃/kg 未満であっても存

在し，食することでの内部被ばくリスクは伴う。毎日１

㏃の採取を続けると尿での排出を考慮しても，一定の期

間で平衡状態となり体内に常時 140㏃程度の Cs-137があ

ることになる。ベーター崩壊による細胞の破壊が常時起

きるという体内被ばく状態となる。このリスクを抱えた

農産物の生産が強いられていることになる。食料生産で

はない，エネルギー作物，あるいはバイオプラスティッ

ク原料としての農産物生産の有効である。

飯舘村での養蜂（西洋蜜蜂），蜂の調査も継続している。

Cs-137量は，佐須の農地で，2016年ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ巣 9417㏃/kg，

2018 年で 4553 ㏃/kg と高い。蜂蜜は 2919 年 26 ㏃/kg，

21 年 11 ㏃/kg，22 年 85 ㏃/kg と不安定である。2024 年

の養蜂途中結果であるが，空間線量率の高い帰還困難区

域の長泥公園の蜜蝋 3～48 ㏃/kg，幼虫+蜜蝋 79 ㏃/kg，

巣内花粉 34 ㏃/kg と高い。蜂死骸 133 ㏃/kg で，蜜源の

栗の花は 203㏃/kgと高い。佐須の蜜蝋 12㏃/kgであり，

空間線量率との相違が多少は見られる。 

6.2 植栽樹木への Cs137 の移行率 

 2017 年６月に菅野哲農場端の里山の麓（表層除染済）

に杉を植林し，６年後の 2023 年 5 月に伐採して放射能移

行率を測定した。土壌は表層 5cm 層 1.3 万㏃/kg，5～10cm

層で 8500 ㏃/kg に対して樹木には 2～16 ㏃/kg で，移行

率は 0.02～0.1%である。2015 年に伐採した汚染杉の移行

率は 1.6～18%と比較しても，汚染土壌からの放射性セシ

ウムの移行はほとんどないともいえる（表 6-3）。除染済

の農地での植林も同様に実施したが同様の傾向である。

先に分析したようにこの農場で試験栽培をした農産物も

同様の傾向で移行率は低い。汚染森林での汚染された樹

木の管理・処理を今後どうするか深刻な課題は残ってい

るが，植林による森林再生の可能性はあると推察できる。 

7. 村内コミュニティ維持に関するの課題

飯舘村の村づくり，コミュニティづくりを，糸長は

1994 年の第四次総合振興計画「やさしさと活力あふれる

クオリティー・ライブいいたて」から指導し，特に，村

内にある 20 行政区（コミュニティ）別での村民自身によ

表 6-2 養蜂による蜜，蝋，花粉の Cs-137 量 

表 6-1 2023 年試験栽培農地土壌と農産物の Cs-137 量 

表 6-3 試験植林後の樹木の Cs-137 量 
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る「地区別計画」策定を指導し，その後の 2005 年の「大

いなる田舎 までいライフ・いいたて」へと繋げてきた。

しかし，発災で厳しい行政区の活動状況となっている。 

 村行政と村民の共同という地方自治によるむらづくり

の伝統は切断されつつある。帰村しない，帰村をためら

う村民が行政との連携での自主的，共同的な行動をとる

ことは厳しい状況である。より行政依存型のむらづくり

にならざる得なくなる。帰村民の高齢化はそれに拍車を

かけ，村行政負担，村行政職員の負担がより増すことに

なる。発災直後からの高額な復興関連補助金はいつまで

も継続しない。復興関連で膨大に新築された公共施設群

を村単独の予算で今後維持することは厳しいことは村民

からも指摘され続けてきた。発災前は，村民の自主的で

共同的な活動により，行政負担はカバーされていた面が

大きい。村民（行政区）と村行政の両輪で回っていた飯

舘村のむらづくりは，一方の村民の急激な減少と高齢化

により，村行政だけの片輪で回すことがどこまで可能か，

いつまで可能かが問われることとなっている。 

7.1 コミュニティの代表・行政区長の悩み 

糸長が発災後に共同世話人となって村民と専門家の

協働組織として IISORA を発足させ，毎年福島市内でシン

ポジウムを開催してきた。2023 年 11 月に飯舘村内でシ

ンポジウムを実施した。伊丹沢行政区長の提示したコミ

ュニティ課題は下記である。 

伊丹沢行政区は飯舘村の役場があり，役場の新設とと

もに中学校等の公共施設が建ち，新しい住宅団地が 30

年前に建設された新旧住民の混在した地区である。世帯

数は比較的多い行政区であり，飯舘村全体の状況を提示

していると思う。帰還率は人では 24%，世帯数では 23%

である。世帯の帰還率は村平均からは低い傾向と思える

が，これは住宅団地での世帯が比較的若い層であり，そ

の世帯の帰還率の低さを示している。行政区長の提示す

る課題である。 

①行政区としての活動

・行政区では毎年５回から６回夜話合いし，既に合計 100

回以上夜の話合いをしている。 

・集落営農組合を設立した。飯舘村 20 行政区の内 13 行

政区で集落営農組合が設立されている。

・将来のビジョンが見えない中でのささやかな抵抗活動

・猿防除モデル地区

・モデル圃場設置や ISO（Itamizawa Saru Oiharai team）

結成。猿追払いの標準化マニアルを作る。

・パークゴルフ練習会懇親会，伊丹沢行政区長杯パーク

ゴルフ大会及びコ懇親会開催

・新年会，昔ながらの正月雰囲気を出す為，干支手拭と

落雁配布。

・地区内の環境美化・・花壇の整備，菜の花畑整備，花

桃苗木を各家庭に配布。 

②行政区の悩み。

・一言で言うと，将来のビジョンが見えない。

・何処に，何に向かって猛進したら良いか解らない。現

在，盲進中。

・帰還者の多くは，高齢者。10 年後，20 年後如何なって

いるか。

・多くの家で空家問題が発生するのでは無いか。

・コミュニティは，行政区役員会以外で活動している組

織は，老人会，消防団，集落営農組合だが，これらは

全て村内外から集まって活動。

・老々介護なら老々行政区

・猿が地域を席巻

・楽しみの家庭菜園を諦める。

・農地問題:圃場の優良な土が除染で取り除かれ農地が痩

せ，剥ぎ取られた後に入れられた土は泥土，砂土。 

大型機械で表土剥ぎ取りをしたため，暗渠が壊れ，排

水が悪い。基盤整備が遅れ，何時終るか解らない。一

寸はやる気のあった高齢農業者も農業再開を諦めた。 

・センター地区（住宅団地）:原発事故前先に住んでいた

住民殆どいない。住宅を取り壊し空き地が多い。新規

居住者は居るが，交流少ない。現在飯舘に移住したい

と言っている人の住宅が無い。何故，比較的新しいセ

ンター地区の住宅の保存を打ち出さなかったのか。

③気になる点

・ここ数年 60 代から 70 代前半に若くてガンで亡くなる

方が多いのでは？

・原子力安全庁，福島県で摂取制限をしている野生のキ

ノコを食べても大丈夫と（村民が）言う？が，村からの

「影響は無い」だけの情報で良いのか？ 

これらの意見は，2024 年に実施した村民アンケートの

項目作成に生かされた。 

7.2 コミュニティ再生の課題 

他の行政区長への聞き取り調査等からコミュニティ

再生の主要な点は下記であり，これらの点はより詳細に

2024 年アンケートで明確になってくる。 

a.帰還率：20～30%程度で，若年層はより低い。

b.家屋の解体率；５割以上の解体があるが，いわゆる町

場の住宅の解体率は高い。

c.行政区の重点施策：行政区内の環境管理（空き地，廃

屋，農地），防犯，独居老人見守り

d.農地管理：国の補助金もあり，営農組合での管理活動

（世帯主の２地域居住で支えられている地区もある） 

e.森林管理：行政区としては手つかず。個々の対応任せ。

f.共同墓地管理：ある程度管理はされているが，次の世

代の管理には不安。

g.消防団：活動の継続は担い手不足で厳しい
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まで作物への移行率は比較的すくないこと，非除染農地

より除染済農地で栽培した作物への Cs-137 の移行率が

高いこと等を実証してきている。 

2023～24 年にも同様の試験栽培を実施した。 

栽培農地は除染していない農地（非除染農地）と除染

済農地（除染農地）の２タイプであり，栽培作物はサツ

マイモと陸稲である。結果は表 6-1 である。非除染農地

の深度 30cmでの５cm層単位での Cs-137量を平均すると

1,400～1,600 ㏃/kg 程度あり，地面表面は 0.53～0.57μ

㏜/h である。除染済農地は 170～880 ㏃/kg であり地面表

面は 0.21～0.32μ ㏜/h であり，概ね除染済農地は非除

染農地と比較して半分程度の汚染状況である。決して

Cs-137 が存在しないという状況ではない。原発事故前も

現在も，原子力施設から利用可能な放射性物質の基準は

100 ㏃/kg 以下であることを考慮すると，除染済農地は利

用してはいけないレベルの放射能汚染であるといえる。

この法的例外状態におかれているという矛盾を抱えて，

飯舘村民は農産物の生産と農業労働をしている。 

2023 年に生産したサツマイモの Cs-137 は，除染農地

のサツマイモで 4.6 ㏃/kg，非除染農地のサツマイモで

0.9㏃/kgである。除染済農地のサツマイモの方が Cs-137

は高い。この傾向は 2023 年までは毎年同様であった。除

染済農地でのカリウム量低下が要因と推察する。移行率

では，除染済が 0.52%に対して非除染は 0.06%と低い。陸

稲も同様である。除染の陸稲で 0.8 ㏃/kg，非除染は 1.3

㏃/kg である。ただ移行率は，除染で 0.45%，非除染で

0.09%である。除染済農地で生産した陸稲の実にも

Cs-137 を含有している。食料の法規制値の 100 ㏃/kg に

は達していないが，1 ㏃/kg 弱はある。ただ，2024 年に

収穫した非除染農地のサツマイモに Cs-137が 30.5㏃/kg

という異常値が出た。農地のカリウム欠乏が進み，Cs-137

を急激に吸収している可能性もあり，今後詳細な測定で

明らかにする必要がある。 

除染しても農地には数百～千㏃/kg の Cs-137 があり，

幸い農産物への移行率は低いとはいえ，農産物に含有さ

れる Cs-137 はゼロではない。１㏃/kg 未満であっても存

在し，食することでの内部被ばくリスクは伴う。毎日１

㏃の採取を続けると尿での排出を考慮しても，一定の期

間で平衡状態となり体内に常時 140㏃程度の Cs-137があ

ることになる。ベーター崩壊による細胞の破壊が常時起

きるという体内被ばく状態となる。このリスクを抱えた

農産物の生産が強いられていることになる。食料生産で

はない，エネルギー作物，あるいはバイオプラスティッ

ク原料としての農産物生産の有効である。

飯舘村での養蜂（西洋蜜蜂），蜂の調査も継続している。

Cs-137量は，佐須の農地で，2016年ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ巣 9417㏃/kg，

2018 年で 4553 ㏃/kg と高い。蜂蜜は 2919 年 26 ㏃/kg，

21 年 11 ㏃/kg，22 年 85 ㏃/kg と不安定である。2024 年

の養蜂途中結果であるが，空間線量率の高い帰還困難区

域の長泥公園の蜜蝋 3～48 ㏃/kg，幼虫+蜜蝋 79 ㏃/kg，

巣内花粉 34 ㏃/kg と高い。蜂死骸 133 ㏃/kg で，蜜源の

栗の花は 203㏃/kgと高い。佐須の蜜蝋 12㏃/kgであり，

空間線量率との相違が多少は見られる。 

6.2 植栽樹木への Cs137 の移行率 

 2017 年６月に菅野哲農場端の里山の麓（表層除染済）

に杉を植林し，６年後の 2023 年 5 月に伐採して放射能移

行率を測定した。土壌は表層 5cm 層 1.3 万㏃/kg，5～10cm

層で 8500 ㏃/kg に対して樹木には 2～16 ㏃/kg で，移行

率は 0.02～0.1%である。2015 年に伐採した汚染杉の移行

率は 1.6～18%と比較しても，汚染土壌からの放射性セシ

ウムの移行はほとんどないともいえる（表 6-3）。除染済

の農地での植林も同様に実施したが同様の傾向である。

先に分析したようにこの農場で試験栽培をした農産物も

同様の傾向で移行率は低い。汚染森林での汚染された樹

木の管理・処理を今後どうするか深刻な課題は残ってい

るが，植林による森林再生の可能性はあると推察できる。 

7. 村内コミュニティ維持に関するの課題

飯舘村の村づくり，コミュニティづくりを，糸長は

1994 年の第四次総合振興計画「やさしさと活力あふれる

クオリティー・ライブいいたて」から指導し，特に，村

内にある 20 行政区（コミュニティ）別での村民自身によ

表 6-2 養蜂による蜜，蝋，花粉の Cs-137 量 

表 6-1 2023 年試験栽培農地土壌と農産物の Cs-137 量 

表 6-3 試験植林後の樹木の Cs-137 量 
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る「地区別計画」策定を指導し，その後の 2005 年の「大

いなる田舎 までいライフ・いいたて」へと繋げてきた。

しかし，発災で厳しい行政区の活動状況となっている。 

 村行政と村民の共同という地方自治によるむらづくり

の伝統は切断されつつある。帰村しない，帰村をためら

う村民が行政との連携での自主的，共同的な行動をとる

ことは厳しい状況である。より行政依存型のむらづくり

にならざる得なくなる。帰村民の高齢化はそれに拍車を

かけ，村行政負担，村行政職員の負担がより増すことに

なる。発災直後からの高額な復興関連補助金はいつまで

も継続しない。復興関連で膨大に新築された公共施設群

を村単独の予算で今後維持することは厳しいことは村民

からも指摘され続けてきた。発災前は，村民の自主的で

共同的な活動により，行政負担はカバーされていた面が

大きい。村民（行政区）と村行政の両輪で回っていた飯

舘村のむらづくりは，一方の村民の急激な減少と高齢化

により，村行政だけの片輪で回すことがどこまで可能か，

いつまで可能かが問われることとなっている。 

7.1 コミュニティの代表・行政区長の悩み 

糸長が発災後に共同世話人となって村民と専門家の

協働組織として IISORA を発足させ，毎年福島市内でシン

ポジウムを開催してきた。2023 年 11 月に飯舘村内でシ

ンポジウムを実施した。伊丹沢行政区長の提示したコミ

ュニティ課題は下記である。 

伊丹沢行政区は飯舘村の役場があり，役場の新設とと

もに中学校等の公共施設が建ち，新しい住宅団地が 30

年前に建設された新旧住民の混在した地区である。世帯

数は比較的多い行政区であり，飯舘村全体の状況を提示

していると思う。帰還率は人では 24%，世帯数では 23%

である。世帯の帰還率は村平均からは低い傾向と思える

が，これは住宅団地での世帯が比較的若い層であり，そ

の世帯の帰還率の低さを示している。行政区長の提示す

る課題である。 

①行政区としての活動

・行政区では毎年５回から６回夜話合いし，既に合計 100

回以上夜の話合いをしている。 

・集落営農組合を設立した。飯舘村 20 行政区の内 13 行

政区で集落営農組合が設立されている。

・将来のビジョンが見えない中でのささやかな抵抗活動

・猿防除モデル地区

・モデル圃場設置や ISO（Itamizawa Saru Oiharai team）

結成。猿追払いの標準化マニアルを作る。

・パークゴルフ練習会懇親会，伊丹沢行政区長杯パーク

ゴルフ大会及びコ懇親会開催

・新年会，昔ながらの正月雰囲気を出す為，干支手拭と

落雁配布。

・地区内の環境美化・・花壇の整備，菜の花畑整備，花

桃苗木を各家庭に配布。 

②行政区の悩み。

・一言で言うと，将来のビジョンが見えない。

・何処に，何に向かって猛進したら良いか解らない。現

在，盲進中。

・帰還者の多くは，高齢者。10 年後，20 年後如何なって

いるか。

・多くの家で空家問題が発生するのでは無いか。

・コミュニティは，行政区役員会以外で活動している組

織は，老人会，消防団，集落営農組合だが，これらは

全て村内外から集まって活動。

・老々介護なら老々行政区

・猿が地域を席巻

・楽しみの家庭菜園を諦める。

・農地問題:圃場の優良な土が除染で取り除かれ農地が痩

せ，剥ぎ取られた後に入れられた土は泥土，砂土。 

大型機械で表土剥ぎ取りをしたため，暗渠が壊れ，排

水が悪い。基盤整備が遅れ，何時終るか解らない。一

寸はやる気のあった高齢農業者も農業再開を諦めた。 

・センター地区（住宅団地）:原発事故前先に住んでいた

住民殆どいない。住宅を取り壊し空き地が多い。新規

居住者は居るが，交流少ない。現在飯舘に移住したい

と言っている人の住宅が無い。何故，比較的新しいセ

ンター地区の住宅の保存を打ち出さなかったのか。

③気になる点

・ここ数年 60 代から 70 代前半に若くてガンで亡くなる

方が多いのでは？

・原子力安全庁，福島県で摂取制限をしている野生のキ

ノコを食べても大丈夫と（村民が）言う？が，村からの

「影響は無い」だけの情報で良いのか？ 

これらの意見は，2024 年に実施した村民アンケートの

項目作成に生かされた。 

7.2 コミュニティ再生の課題 

他の行政区長への聞き取り調査等からコミュニティ

再生の主要な点は下記であり，これらの点はより詳細に

2024 年アンケートで明確になってくる。 

a.帰還率：20～30%程度で，若年層はより低い。

b.家屋の解体率；５割以上の解体があるが，いわゆる町

場の住宅の解体率は高い。

c.行政区の重点施策：行政区内の環境管理（空き地，廃

屋，農地），防犯，独居老人見守り

d.農地管理：国の補助金もあり，営農組合での管理活動

（世帯主の２地域居住で支えられている地区もある） 

e.森林管理：行政区としては手つかず。個々の対応任せ。

f.共同墓地管理：ある程度管理はされているが，次の世

代の管理には不安。

g.消防団：活動の継続は担い手不足で厳しい
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h.コミュニレーションの維持：区費の徴収はない（補償

金の活用等）。班・組の再編も課題となる。温泉等で

の交流会の実施。村内のパークゴルフ活用。草刈りに

は日当を当て協働作業での交流。盆踊りの復活。

7.3 中心市街地の荒廃状況 

飯舘村には中心市街地が２か所ある。その内、南部に

位置する飯樋町での建物の解体，空地発生状況について

2024 年 2 月に調査した（図 7-1）。飯樋町の中心道路沿い

では，解体→空地化が顕著である。非農業者の世帯が多

かったことも影響していると推察する。建物解体率は 6

割で，その後の新築もあるので空地化率は 4 割となる。

新築は 2 割程度である（表 7-1）。東側にある村営住宅は

建て替えられ，現在は戸建て村営住宅で 12 世帯が住むが

全て新住民ということである。このような状況下では，

かつてのコミュニティ再生には厳しい事態となっている。

それでも，区長たちは努力して祭りの再開や清掃，防犯

等の活動を住民とともに進めている。 

 飯樋の中心市街地で道路際宅地の①～⑧で，地面・地

上１m・地上２m の空間線量率を 2024 年 2 月に測定した

（図 7-2）。平均では地面で 0.28μ ㏜/h，地上１m で

0.29μ ㏜/h，地上２m は 0.22μ ㏜/h である。震災前の

自然状態では，0.04μ ㏜/h であるのでその６倍の被ばく

状況が続く。地面に近い箇所の線量が高い。汚染した落

ち葉による影響とも推察される。特に①地点は地面で

0.90μ ㏜/h，地上 1m で 0.96μ ㏜/h と高い。神社への傾

斜の参道の影響で落ち葉の堆積があった。同じ断面で，

②（道路上），③（対面の敷地）では線量は下がる。

8. 村民アンケートにみる住生活とコミュティ意識

8.1 アンケートの概要 

放射能汚染下での住生活，農業，付き合い状況，除染，

放射能に対する意識，今後の施策要望等について，飯舘

村内の２つの行政区とその他村民の協力を得て 2024 年

９月に村民アンケートを実施した。回答者数は 74 名（I

行政区 23 名，Ｆ行政区 26 名，他村民 25 名）であった。 

 回答者は 60 歳代以上が 89%，男性 74%であり，高齢者・

男性が主となる。飯舘村での帰村定住者 54%，一時宿泊

＋通うのみ 39%で，定住者と二地域居住者に大別される。

主な居住地は飯舘村 50%，福島市 35%である（表 8-1）。 

8.2 住宅解体・新築状況と放射能対策 

飯舘村の住宅解体は 46%であり，内 48%は新築，倉庫

だけ 11%，更地 41%である。改築は 31%あり，そのままの

住宅としての使用もある。当然であるが住宅の床面積は

約 4 割以上が減少している（表 8-1）。新築・改築をした

33 人の住宅の放射能対策をした家は少ない(表 8-3)。庭

のコンクリート化が 58％，樹木伐採 73％で外が主である。

住宅建物対策は少ない。室内環境対策としての空気清浄

機や換気扇の設置が 1～２割である。住宅の放射能対策

の行政指導は希薄である。住生活での注意事項への回答

者は 61 名である。戸締り 75％と高く震災前ではなかっ

た状況である(表 8-4)。庭の掃除・雑草とりが 59％で庭

からの放射性物質を気にしているとも推察される。窓の

表 7-1飯樋の中心市街地の宅地状況 

図 7-1 飯樋の中心市街地の解体・新築状況図 

図 7-2 飯樋の中心市街地の高さ別空間線量率 

表 8-1 飯舘村民アンケートの属性と住宅状況等 

現存 廃墟 合計
26 5 85
31% 6% 100%

新築 空地 合計
26 5 22 36 89
29% 6% 25% 40% 100%

解体
54
64%
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密閉意識は 1 割と低く，土の侵入を気にするのは 15%で

ある。鳥獣被害対策は 42％と比較的高く，放射能測定は

8％と低い。放射能測定経験では，現在測定者は住宅内

15％，庭 7％，裏山 5%で，測定疲れもあるとも推察でき

る（表 8-5，6，7）。飯舘村での定住・非定住での差とし

て，住宅内の測定を定住者の 4 割（表 8-5）がしていな

いのは，放射能に慣れたのか，線量を気にした生活は精

神的に負担になると判断しているとも推察できる。 

8.3 農的生活と放射能意識 

村内での野菜の自給率は約４割で路地栽培が主で，ハ

ウス栽培は 16%である（表 8-8）。発災前 2010 年の糸長の

調査では自給率は８割以上で自給率の低下は著しい。生

産した野菜は生産者も含め家庭内消費がメインであり，

おすそ分けは生産している人 29 人中 31％で震災前のよ

うな状況ではない。野菜の放射能測定は，生産している

29 人中で一回以上の測定は 62％であり，過半数は測定経

験がある。頻繁に測定している生産者は 17％である。コ

メは村外のコメを 8割近くが食べている。村内自給は 5％， 

村内コメは 1 割である。山菜を一度以上食べた人は 49%

で高い。高齢者のためか。頻繁に食べている人は 12％存

在し内部被ばくが心配である。山菜の放射能測定は，一

回以上の人は食べたことのある人 37 人中 47%である。た

だ，非測定で食べている。頻繁測定者は 21%である。 

8.4 コミュニティ意識 

村内での隣近所付き合いは「以前はしていたが今はし

ていない」が 22％で，たまの付き合いが 45％で減少する。

頻繁の付き合いは 24％ある（表 8-10）。野菜のおすそ分

けがなくなった 33%で減少は 39%であり（表 8-11），おす

表 8-2 住宅の床面積の変化 

表 8-3 住宅の放射能防御対策 

表 8-4 住宅生活で注意していること 

表 8-6 宅地の放射能測定実態 

表 8-5 定住・非定住別の住宅内放射能測定実態 

表 8-8 野菜の自給状況 

表 8-7 裏山の放射能測定実態 

表 8-9 山菜食の経験度合 
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h.コミュニレーションの維持：区費の徴収はない（補償

金の活用等）。班・組の再編も課題となる。温泉等で

の交流会の実施。村内のパークゴルフ活用。草刈りに

は日当を当て協働作業での交流。盆踊りの復活。

7.3 中心市街地の荒廃状況 

飯舘村には中心市街地が２か所ある。その内、南部に

位置する飯樋町での建物の解体，空地発生状況について

2024 年 2 月に調査した（図 7-1）。飯樋町の中心道路沿い

では，解体→空地化が顕著である。非農業者の世帯が多

かったことも影響していると推察する。建物解体率は 6

割で，その後の新築もあるので空地化率は 4 割となる。

新築は 2 割程度である（表 7-1）。東側にある村営住宅は

建て替えられ，現在は戸建て村営住宅で 12 世帯が住むが

全て新住民ということである。このような状況下では，

かつてのコミュニティ再生には厳しい事態となっている。

それでも，区長たちは努力して祭りの再開や清掃，防犯

等の活動を住民とともに進めている。 

 飯樋の中心市街地で道路際宅地の①～⑧で，地面・地

上１m・地上２m の空間線量率を 2024 年 2 月に測定した

（図 7-2）。平均では地面で 0.28μ ㏜/h，地上１m で

0.29μ ㏜/h，地上２m は 0.22μ ㏜/h である。震災前の

自然状態では，0.04μ ㏜/h であるのでその６倍の被ばく

状況が続く。地面に近い箇所の線量が高い。汚染した落

ち葉による影響とも推察される。特に①地点は地面で

0.90μ ㏜/h，地上 1m で 0.96μ ㏜/h と高い。神社への傾

斜の参道の影響で落ち葉の堆積があった。同じ断面で，

②（道路上），③（対面の敷地）では線量は下がる。

8. 村民アンケートにみる住生活とコミュティ意識

8.1 アンケートの概要 

放射能汚染下での住生活，農業，付き合い状況，除染，

放射能に対する意識，今後の施策要望等について，飯舘

村内の２つの行政区とその他村民の協力を得て 2024 年

９月に村民アンケートを実施した。回答者数は 74 名（I

行政区 23 名，Ｆ行政区 26 名，他村民 25 名）であった。 

 回答者は 60 歳代以上が 89%，男性 74%であり，高齢者・

男性が主となる。飯舘村での帰村定住者 54%，一時宿泊

＋通うのみ 39%で，定住者と二地域居住者に大別される。

主な居住地は飯舘村 50%，福島市 35%である（表 8-1）。 

8.2 住宅解体・新築状況と放射能対策 

飯舘村の住宅解体は 46%であり，内 48%は新築，倉庫

だけ 11%，更地 41%である。改築は 31%あり，そのままの

住宅としての使用もある。当然であるが住宅の床面積は

約 4 割以上が減少している（表 8-1）。新築・改築をした

33 人の住宅の放射能対策をした家は少ない(表 8-3)。庭

のコンクリート化が 58％，樹木伐採 73％で外が主である。

住宅建物対策は少ない。室内環境対策としての空気清浄

機や換気扇の設置が 1～２割である。住宅の放射能対策

の行政指導は希薄である。住生活での注意事項への回答

者は 61 名である。戸締り 75％と高く震災前ではなかっ

た状況である(表 8-4)。庭の掃除・雑草とりが 59％で庭

からの放射性物質を気にしているとも推察される。窓の

表 7-1飯樋の中心市街地の宅地状況 

図 7-1 飯樋の中心市街地の解体・新築状況図 

図 7-2 飯樋の中心市街地の高さ別空間線量率 

表 8-1 飯舘村民アンケートの属性と住宅状況等 

現存 廃墟 合計
26 5 85
31% 6% 100%

新築 空地 合計
26 5 22 36 89
29% 6% 25% 40% 100%

解体
54
64%
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密閉意識は 1 割と低く，土の侵入を気にするのは 15%で

ある。鳥獣被害対策は 42％と比較的高く，放射能測定は

8％と低い。放射能測定経験では，現在測定者は住宅内

15％，庭 7％，裏山 5%で，測定疲れもあるとも推察でき

る（表 8-5，6，7）。飯舘村での定住・非定住での差とし

て，住宅内の測定を定住者の 4 割（表 8-5）がしていな

いのは，放射能に慣れたのか，線量を気にした生活は精

神的に負担になると判断しているとも推察できる。 

8.3 農的生活と放射能意識 

村内での野菜の自給率は約４割で路地栽培が主で，ハ

ウス栽培は 16%である（表 8-8）。発災前 2010 年の糸長の

調査では自給率は８割以上で自給率の低下は著しい。生

産した野菜は生産者も含め家庭内消費がメインであり，

おすそ分けは生産している人 29 人中 31％で震災前のよ

うな状況ではない。野菜の放射能測定は，生産している

29 人中で一回以上の測定は 62％であり，過半数は測定経

験がある。頻繁に測定している生産者は 17％である。コ

メは村外のコメを 8割近くが食べている。村内自給は 5％， 

村内コメは 1 割である。山菜を一度以上食べた人は 49%

で高い。高齢者のためか。頻繁に食べている人は 12％存

在し内部被ばくが心配である。山菜の放射能測定は，一

回以上の人は食べたことのある人 37 人中 47%である。た

だ，非測定で食べている。頻繁測定者は 21%である。 

8.4 コミュニティ意識 

村内での隣近所付き合いは「以前はしていたが今はし

ていない」が 22％で，たまの付き合いが 45％で減少する。

頻繁の付き合いは 24％ある（表 8-10）。野菜のおすそ分

けがなくなった 33%で減少は 39%であり（表 8-11），おす

表 8-2 住宅の床面積の変化 

表 8-3 住宅の放射能防御対策 

表 8-4 住宅生活で注意していること 

表 8-6 宅地の放射能測定実態 

表 8-5 定住・非定住別の住宅内放射能測定実態 

表 8-8 野菜の自給状況 

表 8-7 裏山の放射能測定実態 

表 8-9 山菜食の経験度合 
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そ分けという農村生活文化が衰退している。高齢者の安

否確認も含めてか，おすそ分けが増加したが 18％ある。 

8.5 放射能リスク・避難解除評価と施策要望 

村内の放射線量を気にかける人は 45％であり，内大変

気にする人は 11％，まったく気にしない 16％である。高

齢者回答が多いためとも推察する。ホールボディカウン

ター(WBC)の測定経験は 6 割いるが，今後の測定希望者は

23％に減少し，定住者の意向が 23%と低い状況は，放射

能疲れに近い精神状況にあると推察する。村内に残る放

射性物質への不安は 61％である(図 8-1)。非常に不安

17％で，まったく不安はないは 9％である。WBC の検査希

望率 23％に対して不安が 57%であり，「不安はあるが体の

測定はしたくない」という意識の表れか。経験のない被

害での帰村者，二地域居住者の村民の戸惑いは続く。 

 

避難解除を「ある程度の納得」以上での納得は 58％と

過半数いるが，解除に対する評価は二分している（図

8-2）。不安と解除納得度合を数量化 3 類すると，［不安で

非納得］，［非不安で納得］の二極の他に，迷いの極の村

人がいることが構造化される（図 8-3）。 

施策要望（図 8-4）は「医療費免除制度の継続」73％

が一番高く，「定期的な徹底した健康診断を受けられる補

助」55％，「将来的な医療保障を受けられる健康手帳の配

布」54％である。定住・二地域居住者は今と将来の健康

維持施策を希求する。山の汚染樹木伐採 38％，山の落ち

葉除染 26％，農地再除染 24％，住宅再除染 20％である。

環境汚染対策の要望は少なく健康・医療対策の要望が高 

いことに留意する必要がある。 

9. 放射能再汚染リスクの高い復興事業の課題

9.1 汚染木材を燃料とするバイオマス発電所の課題 

福島特措法の国庫補助金事業で東電と熊谷組等によ 

り，7,500KW 発電量，年約 9.5 万ﾄﾝの放射能汚染樹木を

使用するバイオマス発電所が稼働を始めた。糸長は国会

議員を介して発電事業者や環境省と質疑をしてきた。放 

射能汚染木材を燃料する発電施設を規制する法律が存在

せず，濃縮された高放射能灰の保存管理と運搬等は事業

者任せである。電離則管理区域相当の労働として事業者

は認識しているが、放射性物質によるバイオ発電を規制

する法律はないという深刻な課題がある。完全に除去で

きない微小な濃縮灰が煙突から排出され，人々の肺胞で

の内部被ばくリスクが高まる課題がある。一種の「放射

表 8-10 隣近所とのお付き合いの頻度の変化 

図 8-2 避難解除の納得度合 

図 8-3 放射能不安意識と避難解除意識の構造化 

図 8-4 国・福島県・飯舘村への施策要望 

図 9-1 飯舘村でのバイオマス発電事業概要 

表 8-11 野菜のおすそ分けの頻度の変化 

図 8-1 放射性物質の残存不安 
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性物質濃縮化施設」≒ミニ原発施設化し，そこで被災者

が被ばく労働者として働くことは的確な復興事業ではな

く，「復興核災害」のリスクをかかえる。 

9.2 巨大な風力発電所事業計画の課題 

福島飯舘風力発電事業（仮称）が，村南部の空間線量 

率の高い約 2,879ha（ほぼ国有林）で最大 28 基設置（最

大 126,000kW（126MW）≒一個の原発発電量の 13％）が稼

働開始予定時期 2030～2031 年として東急不動産の事業

として計画され県のアセス段階（2022 年～）にある（図

9-2）。村議会でも問題指摘されているが，十分な説明が

村民にはされていない。低周波問題，景観破壊，バード

キル等の課題があり，「いいたて美しい村づくり推進条

例」に基づき，申請以前段階で，村が積極的に事前調査・

情報発信を村民のために行うことが望ましい。 

10. 「現存被ばく状況」下での住生活と農村再生の計画

論的課題と展望

10.1 ふるさと喪失と人権 

筆者らは，震災前から飯舘村の独自のエコロジカルな 

村づくり支援研究を進めてきた。村民と行政による「ふ 

るさと育成」の４条件（自然の条件，歴史社会の条件， 

互酬・自然経済の条件，地方自治の条件）を整えつつ， 

独自の村づくりが進められていた。しかし，原発事故に 

よって，この条件は破壊された。長い開拓の歴史のある 

村で，森林を切り開き農地を作り集落コミュニティを構 

築してきた自然と人間の持続的な共生関係が遮断された。 

厳しい中山間地域であるが，それを逆手にとり，じっ 

くりゆっくりと自然と共生した農山村の暮らしの豊かさ

を，「までい（までぇ）」な暮らしの追究として進めてき

た村である。その可能性が原発事故ではく奪された。 

 原子力緊急事態宣言が現在も継続し，生きるための里 

山の自然を含めた生活環境が喪失し，汚染されたままの 

里山の麓に生活することでの「現存被ばく状況」を国は 

容認し，将来的な健康リスクに対する対処をしないまま 

宙刷り状態であり，憲法の生存権，社会権，環境権が奪 

われていることは明確である。その加害責任者としての 

東電と国の責任は改めて重たいと言わざるをえない。 

10.2 「現存被ばく状況」下での住生活と農村再生の計

画論的課題と展望 

1) 放射能汚染下での住生活の空間計画論的課題と展望

「現存被ばく状況」で，年間で１ミリシーベルトを

超えた被追加ばく状況下の生活を強いられている。 

今回の研究で飯舘村での定住，二地域居住生活では 

年間１ミリシーベルトを超え，Cs-137 が森林に残存して 

いる状況では少なくとも 100 年近くはこの外部被ばく状 

況及び内部被ばくのリスクが続くことになる。住宅の放 

射能に対する遮蔽効果を高めることで住生活における外 

部及び内部被ばくの低減を図ることが必要となる。下記 

記が対策として想定できる。 

①遮蔽効果のあるコンクリート造とする。

②木造であれば，鉛入りの壁材を使用する。

③裏山からの放射線を防御するために，裏山と住宅の

境にコンクリートか石壁を造成する。 

④裏山からの落葉の除去を頻繁に実施する。

⑤住宅内に土が入らないようにする。

⑥宅地の土壌に関して土壌中の Cs-137 量を測定し，100

㏃/kg を超える箇所は再除染を国，東電に要請する。 

⑦敷地をコンクリート，アスファルト化することは，外

部被ばくの低減には効果があるが，コンクリート表面に 

Cs-137 が残存する可能性が高いことから注 5)，随時コン 

クリート表面に残存する Cs-137 量を測定し，100 ㏃/kg

を超える場合は，除染を要請する。 

⑧飯舘村民に尿中 Cs-137 による内部被ばくが確認さ

れた。この状況は 1960 年代の大気圏核実験の時の一時的

な内部被ばくの状況と類似するが，それ以上に周囲に

Cs-137 が残存している状況を考えると，内部被ばくが継

続することが想定される。その要因としては山菜食にも

よるが，それ以外には Cs-137 を含む粉塵の吸引よる要因

がある。室内においても同様である。常時いる室内，寝

室を正圧にする設備的措置及びへパフィルター付きの空

気清浄機を常時稼働させることも必要である。感染症対

策を含めて実施する。尚，フィルターには Cs-137 が付着

しているので取り扱い及び排出に関しては，行政が責任

をもっと対応することが求められる。これらの設備設置

費用に関しては，東電及び国の負担が求められる。 

2) 継続する放射能汚染下での農村再生のための農村計

画論的課題と展望

2024 年 4 月１日時点で，飯舘村民は 4605 人である（図

10-1）。2011 年時点と比較すると約３割の減少である。

村内居住者は 1513 人であり，村内居住者は 77％減少し

図 9-2 飯舘村でのバイオマス発電事業概要 
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そ分けという農村生活文化が衰退している。高齢者の安

否確認も含めてか，おすそ分けが増加したが 18％ある。 

8.5 放射能リスク・避難解除評価と施策要望 

村内の放射線量を気にかける人は 45％であり，内大変

気にする人は 11％，まったく気にしない 16％である。高

齢者回答が多いためとも推察する。ホールボディカウン

ター(WBC)の測定経験は 6 割いるが，今後の測定希望者は

23％に減少し，定住者の意向が 23%と低い状況は，放射

能疲れに近い精神状況にあると推察する。村内に残る放

射性物質への不安は 61％である(図 8-1)。非常に不安

17％で，まったく不安はないは 9％である。WBC の検査希

望率 23％に対して不安が 57%であり，「不安はあるが体の

測定はしたくない」という意識の表れか。経験のない被

害での帰村者，二地域居住者の村民の戸惑いは続く。 

 

避難解除を「ある程度の納得」以上での納得は 58％と

過半数いるが，解除に対する評価は二分している（図

8-2）。不安と解除納得度合を数量化 3 類すると，［不安で

非納得］，［非不安で納得］の二極の他に，迷いの極の村

人がいることが構造化される（図 8-3）。 

施策要望（図 8-4）は「医療費免除制度の継続」73％

が一番高く，「定期的な徹底した健康診断を受けられる補

助」55％，「将来的な医療保障を受けられる健康手帳の配

布」54％である。定住・二地域居住者は今と将来の健康

維持施策を希求する。山の汚染樹木伐採 38％，山の落ち

葉除染 26％，農地再除染 24％，住宅再除染 20％である。

環境汚染対策の要望は少なく健康・医療対策の要望が高 

いことに留意する必要がある。 

9. 放射能再汚染リスクの高い復興事業の課題

9.1 汚染木材を燃料とするバイオマス発電所の課題 

福島特措法の国庫補助金事業で東電と熊谷組等によ 

り，7,500KW 発電量，年約 9.5 万ﾄﾝの放射能汚染樹木を

使用するバイオマス発電所が稼働を始めた。糸長は国会

議員を介して発電事業者や環境省と質疑をしてきた。放 

射能汚染木材を燃料する発電施設を規制する法律が存在

せず，濃縮された高放射能灰の保存管理と運搬等は事業

者任せである。電離則管理区域相当の労働として事業者

は認識しているが、放射性物質によるバイオ発電を規制

する法律はないという深刻な課題がある。完全に除去で

きない微小な濃縮灰が煙突から排出され，人々の肺胞で

の内部被ばくリスクが高まる課題がある。一種の「放射

表 8-10 隣近所とのお付き合いの頻度の変化 

図 8-2 避難解除の納得度合 

図 8-3 放射能不安意識と避難解除意識の構造化 

図 8-4 国・福島県・飯舘村への施策要望 

図 9-1 飯舘村でのバイオマス発電事業概要 

表 8-11 野菜のおすそ分けの頻度の変化 

図 8-1 放射性物質の残存不安 
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性物質濃縮化施設」≒ミニ原発施設化し，そこで被災者

が被ばく労働者として働くことは的確な復興事業ではな

く，「復興核災害」のリスクをかかえる。 

9.2 巨大な風力発電所事業計画の課題 

福島飯舘風力発電事業（仮称）が，村南部の空間線量 

率の高い約 2,879ha（ほぼ国有林）で最大 28 基設置（最

大 126,000kW（126MW）≒一個の原発発電量の 13％）が稼

働開始予定時期 2030～2031 年として東急不動産の事業

として計画され県のアセス段階（2022 年～）にある（図

9-2）。村議会でも問題指摘されているが，十分な説明が

村民にはされていない。低周波問題，景観破壊，バード

キル等の課題があり，「いいたて美しい村づくり推進条

例」に基づき，申請以前段階で，村が積極的に事前調査・

情報発信を村民のために行うことが望ましい。 

10. 「現存被ばく状況」下での住生活と農村再生の計画

論的課題と展望

10.1 ふるさと喪失と人権 

筆者らは，震災前から飯舘村の独自のエコロジカルな 

村づくり支援研究を進めてきた。村民と行政による「ふ 

るさと育成」の４条件（自然の条件，歴史社会の条件， 

互酬・自然経済の条件，地方自治の条件）を整えつつ， 

独自の村づくりが進められていた。しかし，原発事故に 

よって，この条件は破壊された。長い開拓の歴史のある 

村で，森林を切り開き農地を作り集落コミュニティを構 

築してきた自然と人間の持続的な共生関係が遮断された。 

厳しい中山間地域であるが，それを逆手にとり，じっ 

くりゆっくりと自然と共生した農山村の暮らしの豊かさ

を，「までい（までぇ）」な暮らしの追究として進めてき

た村である。その可能性が原発事故ではく奪された。 

 原子力緊急事態宣言が現在も継続し，生きるための里 

山の自然を含めた生活環境が喪失し，汚染されたままの 

里山の麓に生活することでの「現存被ばく状況」を国は 

容認し，将来的な健康リスクに対する対処をしないまま 

宙刷り状態であり，憲法の生存権，社会権，環境権が奪 

われていることは明確である。その加害責任者としての 

東電と国の責任は改めて重たいと言わざるをえない。 

10.2 「現存被ばく状況」下での住生活と農村再生の計

画論的課題と展望 

1) 放射能汚染下での住生活の空間計画論的課題と展望

「現存被ばく状況」で，年間で１ミリシーベルトを

超えた被追加ばく状況下の生活を強いられている。 

今回の研究で飯舘村での定住，二地域居住生活では 

年間１ミリシーベルトを超え，Cs-137 が森林に残存して 

いる状況では少なくとも 100 年近くはこの外部被ばく状 

況及び内部被ばくのリスクが続くことになる。住宅の放 

射能に対する遮蔽効果を高めることで住生活における外 

部及び内部被ばくの低減を図ることが必要となる。下記 

記が対策として想定できる。 

①遮蔽効果のあるコンクリート造とする。

②木造であれば，鉛入りの壁材を使用する。

③裏山からの放射線を防御するために，裏山と住宅の

境にコンクリートか石壁を造成する。 

④裏山からの落葉の除去を頻繁に実施する。

⑤住宅内に土が入らないようにする。

⑥宅地の土壌に関して土壌中の Cs-137 量を測定し，100

㏃/kg を超える箇所は再除染を国，東電に要請する。 

⑦敷地をコンクリート，アスファルト化することは，外

部被ばくの低減には効果があるが，コンクリート表面に 

Cs-137 が残存する可能性が高いことから注 5)，随時コン 

クリート表面に残存する Cs-137 量を測定し，100 ㏃/kg

を超える場合は，除染を要請する。 

⑧飯舘村民に尿中 Cs-137 による内部被ばくが確認さ

れた。この状況は 1960 年代の大気圏核実験の時の一時的

な内部被ばくの状況と類似するが，それ以上に周囲に

Cs-137 が残存している状況を考えると，内部被ばくが継

続することが想定される。その要因としては山菜食にも

よるが，それ以外には Cs-137 を含む粉塵の吸引よる要因

がある。室内においても同様である。常時いる室内，寝

室を正圧にする設備的措置及びへパフィルター付きの空

気清浄機を常時稼働させることも必要である。感染症対

策を含めて実施する。尚，フィルターには Cs-137 が付着

しているので取り扱い及び排出に関しては，行政が責任

をもっと対応することが求められる。これらの設備設置

費用に関しては，東電及び国の負担が求められる。 

2) 継続する放射能汚染下での農村再生のための農村計

画論的課題と展望

2024 年 4 月１日時点で，飯舘村民は 4605 人である（図

10-1）。2011 年時点と比較すると約３割の減少である。

村内居住者は 1513 人であり，村内居住者は 77％減少し

図 9-2 飯舘村でのバイオマス発電事業概要 
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ている。2011 年時に飯舘村民で現在も飯舘村に居住して

いる割合は 28.9%で，帰村率は３割弱となる。転入者が

259 人あり，現在の飯舘村居住者の 17%である。年齢別の

状況は分からないが，高齢者が多いことは明確であり，

今後の飯舘村の再生の課題は厳しいと言わざるを得ない。 

 若年層が帰村して村づくりを担うことは厳しい。移住 

者促進を飯舘村等は進めているが限度がある。移住者に 

放射能汚染実態と被ばくに関しての丁寧な説明はされて 

いない。10 年先，20 年先の飯舘村の再生の姿とその担い 

手の確保は厳しい。放射能汚染された森林エリアの除染 

が厳しい中で，どういう対策がとれるのか，未曽有な原 

発災害の中で，その再生のシナリオを描くことは厳しい。 

しかし，何らかの計画的方策を考える必要がある。現段 

階での考えられる農村計画的課題と展望を述べる。 

①現存被ばく状況の農村地域を，「長期的放射能汚染地

域」として規定する法的仕組みを設ける。原発事故災害

は明確な公害であり，「放射性物質汚染対処特措法」の改

定か，「原発事故長期災害対処法」（仮），あるいは，「原

発事故公害対策法」（仮）が必要である。 

②汚染された森林の再生をどう図るかは長期的な視点が

必要となる。筆者らの植林実験で明らかになったように，

汚染地域での植林により樹木への Cs-137 の移行率は極

端に少ないことから，汚染されていない苗木の植林は可

能である。問題は，汚染されている樹木を伐採し，バイ

オマスとして燃やすことなく堆積する場所の確保が課題

となる。モデル的な里山エリアを設定して，長期的な森

林再生（100 年以上）のプロジェクトを立ち上げる。 

③森林・農地・宅地の空間線量率だけでなく，Cs-137

の賦存状況の実態調査を 100m メッシュ単位で実施し，

Cs-137 の賦存状況を図化する。ここの場所での Cs-137

の分布状況を見える化することで，短期・長期的な土地

利用管理を行う基盤を作る。 

④50 年～100 年は定住することは厳しいと思われる。現

在の帰村定住希望者に再度の離村の要請はできないとし

ても，若年層・壮年層の定住促進ではなく，2 地域居住

か，通いによる農林業の担い手を確保するシステムを法

制度的にも用意する。 

⑤農業での被ばく労働にならないようにするためには，

極力大型圃場化を行い機械化及び施設栽培の普及を図る

しかないといえる。再度の農地除染も必要である。 

⑥帰村定住策ではなく，二地域居住システムを長期的に

定着させる必要があり，そのためには筆者が 2011 年の発

災時に村に提案した，二地域居住システム及び二重住民

票システムを法制度的にも整備することが求められる。 

⑦公害として，被害者の長期的な疫学調査を実施し，被

ばくによる病変に対する徹底的な補償の仕組みを確立す

る。水俣病認定や原爆被害者認定での課題を乗り越える

法制度的仕組みづくりが早急に求められる。 

⑧長期的な内部外部放射能被ばくが続く，「現存被ばく状

況下」で生活する人々に対して，医療費免除制度継続及

び，将来的健康リスクに対する補償として「被ばく健康

手帳」（仮）を被害者に提供することが求められる。 
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＜注＞ 

1) 放射性セシウム 134 と 137 は同程度に降下したが、134 の半

減期は約２年であるので、本研究では 137 を測定する。

2) 環境省は年間追加被ばく 1m ㏜での外での被ばく量目安とし

て 0.23μ㏜/h を提示している。

3) 原子炉等規制法でのクリアランス基準 100Bq/kg に対して、

放射性物質汚染対処特措法の廃棄物処理基準は 8,000 ㏃/kg

というダブルスタンダード問題及び、除去土壌の再利用基準

も 8,000 ㏃/kg にする施策が環境省から提案されている。

4) 飯舘村放射能エコロジー研究会の略称。共同世話人は糸長と

今中哲二（京都大学）。

5) 小林光（東北大学）の研究では，大熊町の道路のコンクリー

ト舗装表面をスライスした粉は，Cs-137 が 10 万～100 満㏃

/kg 程度と高く、コンクリート中に浸透していない。表面が

なんらかの要因で削られた粉塵を吸引することでの内部被

ばくの恐れが甚大である。「原発事故被災地における発災 10

年後の人工被覆面 Cs-137 深度分布の継続調査」

https://f-archive.jaea.go.jp/handle/faa/277803/faa_27

7803_1.pdf
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図 10-1 飯舘村民の離村状況（2024 年 4 月 1 日） 

  （飯舘村の HP のデータを加工（糸長浩司）） 
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＊１京都大学大学院博士後期課程 ＊2京都大学大学院 教授 博士（工学） 

研究 No. 2306 

公公的的デデーータタのの機機械械学学習習にによよるる空空きき家家のの推推定定手手法法開開発発とと発発生生予予測測分分析析  

主査 稲田 浩也＊１

委員 三浦 研＊２ 

空き家問題に対する解決策として機械学習技術の活用を提案し，神戸市全域を対象としてる空き家の推定手法開発と発

生予測分析を行った。複数の機械学習手法の中から CatBoostが最も有効であることを示し，物件情報や電力データから空

き家分布の高精度の予測結果が得られた。また，この予測モデルを活用し 2050 年までの空き家分布の分布傾向を推定し，

神戸市の中で空き家が増加する可能性の高いエリアを詳細に特定した。さらに，機械学習の解釈手法である SHAPを用いて

モデルの予測過程を解釈し，空き家発生に寄与する主要な要因を明らかにした。これまでは自治体全域で単一の対策を行

われていたが，本研究の成果により，従来よりも狭い範囲で空き家問題に対処することが可能になることが期待される。 

キーワード：１）空き家，２）機械学習，３）電力データ，４）XGBoost，５）LightGBM，

６）CatBoost，７）機械学習の解釈手法，８）SHAP

DEVELOPMENT OF MACHINE LEARNING-BASED ESTIMATION METHOD FOR VACANT 
HOUSES USING PUBLIC DATA AND PREDICTIVE ANALYSIS OF OCCURRENCE 

Ch. Kouya Inada 

Mem. Ken Miura 

This study proposes the use of machine learning technology as a solution to the vacant house problem, conducting estimation 

and predictive analysis of vacant houses across Kobe City. It demonstrates that CatBoost is the most effective among several machine 

learning methods, achieving high-accuracy predictions of vacant house distributions based on property information and electricity data. 

The study forecasts the trends of vacant house distributions up to 2050, identifying areas within Kobe City with a high potential for 

increased vacancies. Furthermore, by employing the SHAP interpretative method, it clarifies the main factors contributing to the 

occurrence of vacant houses.  

1. 序論

1.1 研究の背景 

近年，我が国では空き家の数が増加の一途をたどって

おり，国土交通省の報告によると，1998年の 576万戸か

ら 2018 年には 846 万戸へと，20 年間で約 1.5 倍に増加

している文１）。特に，「その他空き家」に分類される空き

家の増加が顕著であり，同期間において約 1.9 倍の 347

万戸へと拡大している文１）。「その他空き家」には，長期

間居住されていない家や，建て替え予定の家など，賃貸

や売却を目的としない住宅が含まれる文１）。これらの空

き家の増加は，老朽化や放火による火災リスクを高める

と考えられる。 

この問題に対処するため，国は「空家等対策の推進に

関する特別措置法（平成 26年法律大 127号）文２）」や「新

たな住生活基本計画（令和３年３月 19日閣議決定）文３）」

を通じて，空き家の情報収集と活用促進を図っている。

地方自治体も，これらの法律に基づき，空き家の有効活

用に向けた情報収集や措置を講じることが可能となった

が，これらの対策は主に個別の建物や所有者を対象とし

ており，地域全体を視野に入れた包括的な対策の展開に

は至っていないのが現状である。 

空き家問題は，単に建物の老朽化だけでなく，周辺地

域の人口動態や道路整備の状況といった地域特性と深く

関連しているため文 4），個別の対象だけでなく，地域全体

を考慮した取り組みが求められる。 

また，市町村には空き家等のデータベース整備に関す

る努力義務が課せられている文２）。多くの自治体では，

空き家の分布を把握するための悉皆調査やサンプリング

調査から全体の空き家の分布を推計する手法がとられて

いる文 5）文 6）が，特に大規模な自治体では，全域にわたる

悉皆調査は現実的ではなく，サンプリングによる調査で

は偏りが生じる可能性がある。これにより，空き家の実
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